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第1安心して子育てできる環境整備   

次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援するため、子育てや出産に係  

る経済的負担を軽減するための対策など、総合的な少子化対策を推進する。  

1子ども手当の創設（新規）  1兆4，722億円   

子ども手当に関しては、以下の方針に沿って、所要額を平成22年度予算に計上するととも  

に、平成22年度分の支給のための所要の法律案を平成22年通常国会に提出する。（給付費  

1兆4，556億円、事務費166億円）   

① 中学校修了までの児童を対象に、1人につき月額13，000円を支給する。   

② 所得制限は設けない。   

③ 子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組みとし、児童手  

当分については、児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担する。   

④③以外の費用については、全額を国庫が負担する。   

（注1）公務員については、所属庁から支給する。（国家公務員分の給付費425億円は上記  

の1兆4，722億円には含まれない。その額を含めると国の給付費負担は1兆4，98  

0億円。）   

（注2）給付費総額は2兆2，554億円である。   

（注3）現行の児童育成事業については、引き続き、事業主拠出金を原資に実施する。   

（注4）平成23年度における子ども手当の支給については、平成23年度予算編成過程に  

おいて改めて検討し、その結果に基づいて平成23年度以降の支給のための所要の  

法律案を平成23年通常国会に提出する。  
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○子ども手当の円滑な実施（システム経費）  
l   

子ども手当の円滑な実施を図るため、平成21年度第2次補正予算案（123億円）にお：  

l いて、その準備のための市町村（特別区を含む）における臨時的な経費となるシステム経：                                                                                                                               l  

費につき、奨励的な助成を行う。  
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2 ひとり親家庭への自立支援策の充実  2，001億円（1，754億円）  

（1）父子家庭への児童扶養手当の支給（新規）  50億円  
ひとり親家庭への自立支援策の拡充を図るため、これまで支給対象となっていなかった父   

子家庭にも児童扶養手当を支給する。（平成22年8月施行、12月支払い。）   

（参考）  

手当額（月額）  

児童1人の場合 全部支給 41，720円、一部支給41，710円～9，850円（所得に応じ）  

児童2人以上の加算額 2人目 5，000円、3人目以降 3，000円  

（2）生活保護の母子加算の支給（詳細後述・53ページ）   

（3）母子家庭等の総合的な自立支援の推進   

①自立のための就業支援等の推進  

183億円  

89億円（89億円）   

35億円（27億円）   

母子家庭の母の就業支援等を推進するため、看護師等経済的自立に効果的な資格を  

取得するために養成機関において修業する間の生活費の支給などを行う事業（高等技能  

訓練促進費等事業）や個々の母子家庭の状況・ニーズに応じた自立支援プログラムを策定  

する事業などの推進を図る。また、父子家庭等に対する相談支援体制の充実強化を図る。   

②マザーズハローワーク事業等の拡充  35億円（32億円）  

事業拠点の増設（148か所→163か所）、，地域の子育て支援施設等とのネットワーク強化  

等、マザーズハローワーク事業を拡充する。また、母子家庭の母等子どもの保育を必要とす  

る者が職業訓練を受講する際に、併せて託児サービスを提供する。   

（4）自立を促進するための経済的支援（一部再掲・（同ページ）参照）  

1，729億円（1，665億円）  

母子家庭等の自立を促進するため、児童扶養手当の支給を行うとともに、母子寡婦福祉   

貸付金において、母子家庭の母が高等学校等に通学する際に必要となる費用に対する貸   

付（自宅通学の場合月額4万5千円）を行う等の充実を図る。  

児童扶養手当については、父子家庭にも支給を拡大する。  
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3 待機児童の解消に向けた保育サービスの充実等  

4，155億円（3，778億円）  

（1）待機児童解消策の推進など保育サービスの充実  

3，881億円（3，544億円）   

待機児童解消のための保育所整備等の推進に対応した、民間保育所における受入れ児  

童数の増を図り、また、家庭的保育など保育サービスの提供手段の拡充を図り、延長保育、  

病児・病後児保育、休日保育など保護者の多様なニーズに応じた保育サービスを提供する  

ことなどにより、「子ども・子育てビジョン（仮称）（平成22年1月策定予定）」の実現を推進す  

る。   

○待機児童解消への取組  
l   

平成21年度第2次補正予算案（200億円）において、安心こども基金の積み増しを行：  

l い、待機児童解消のために地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館等）を活用し：  

て、  
l   

a．認可保育所の分園等を設置する場合（賃貸物件を含む）  
l   

b．家庭的保育の実施場所を設置する場合（賃貸物件を含む）  
l  

I  

l  

l  

l  

l  

l  

1  

1  

I  

】  
l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

し＿＿  

において、補助基準額及び補助率の引上げを行う。  

（2）総合的な放課後児童対策（「放課後子どもプラン」）の着実な推進  

274億円（235億円）  
放課後児童クラブと文部科学省が実施する「放課後子ども教室推進事業」を一体的あるい   

は連携して実施する「放課後子どもプラン」の着実な推進を図る。  

また、放課後児童クラブについては、クラブを利用できなかった児童の解消を図るための   

受け入れ児童数の増加等に必要なソフト面及びハード面での支援措置を図る（24，153か所  

→24，872か所）。  

4 すべての子育て家庭に対する地域子育て支援対策の充実  

415億円（447億円）   

地域における子育て支援拠点や一時預かり等について、身近な場所への設置を促進す  

る。   

また、すべての子育て家庭を対象とした様々な子育て支援事業について、「子ども・子育  

てビジョン（仮称）（平成22年1月策定予定）」の実現を推進するとともに、子育て支援に関す  

る情報ネットワークの構築（携帯サイト）、子どもを守る地域ネットワークの機能強化、子どもの  

事故の防止・予防強化に取り組む。  
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5 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実 947億円（926億円）  

（1）虐待を受けた子ども等への支援の強化  891億円（877億円）   

①地域における体制整備  

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）及び養育支援訪問事業の普及・推  

進を図るとともに、「子どもを守る地域ネットワーク」（要保護児童対策地域協議会）におい  

て新たに情報の共有化を図るなどの機能強化を図る。  

②児童相談所の機能強化  

児童相談所における家族再統合のための支援や一時保護所の整備を促進するなど児   

童相談所の機能強化を図る。  

③社会的養護体制の拡充  838億円（822億円）  

虐待を受けた児童など要保護児童等が入所する児童養護施設等においては、児童の状   

況に応じた適切なケアが必要であることから、施設におけるケア単位の′J、規模化を推進す   

るなど社会的養護体制の拡充を図る。  

（2）配偶者からの暴力（DV）防止  56億円（49億円）  
配偶者からの暴力への対策を推進するとともに、人身取引被害者の支援体制を強化する   

ため婦人保護施設の機能の充実を図る。  

6 母子保健医療対策の充実  317億円（235億円）  

（1）不妊治療等への支援  81億円（46億円）  

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費がか   

かる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する（1回あたり15万円を年2回まで）   

などの支援を行う。   

（2）小児の慢性疾患等への支援  147億円（144億円）  

小児期における小児がんなどの特定の疾患の治療の確立と普及を図るため、小児慢性特   

定疾患治療研究事業を行う。また、未熟児の養育医療費の給付等を実施する。   

（3）周産期医療体制の充実・強化（後述・33ページ参照）87億円（42億円）  
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7 出産の経済的負担の軽減  182億円（79億円）   

安心して出産できるようにするため、出産育児一時金を4万円引き上げる措置（原則38万  

円→原則42万円）を継続し、妊産婦の経済的負担を軽減する。  

8 仕事と家庭の両立支援  98億円（100億円）   

育児・介護休業法の改正にあわせ、短時間勤務制度の定着を促進するための助成を拡充す  

るとともに、事業所内保育施設を設置、運営する中小企業に対する助成率の引上げ（1／2→  

2／3）を引き続き実施する。また、育児休業の取得等を理由とする解雇、退職勧奨等不利益取  

扱いが増加していることから、相談や指導などの対応の強化を図る。   

さらに、「中小企業一般事業主行動計画策定推進2か年集中プラン」の実施により、中′ト企  

業における次世代育成支援対策を推進する。  
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第2借頼できる年金制鹿に向けて   

公的年金制度は国民の老後の安定した生活を支えるセーフティネットであり、年金記録問  

ニ′ 題について、解決に向けた取組を着実に進める。このため、年金記録間遠への対応を「国家  

プロジェクト」と位置づけ、22年度から集中的に取り組むとともに、二度とこうした問題を起こさ  

ない体制を確立する。  

1年金記録問題の解決  910億円（284億円）  

（1）紙台帳とコンピュータ記録との突合せ  427億円（106億円）  
被保険者名簿等の紙台帳等について、年金記録総合管理・照合システム（電子画像デー  

タ検索システム）を活用して個人単位でのコンピュータ記録との突合せを開始する。その際、  

予算を効率的・効果的に活用するため、受給に結び付く可能性の高い台帳等から優先的に  

照合する。初年度については、全体の約10％の突合せを行う。   

（2）常に年金記録が確認できる仕組み（新規）  40億円  
年金加入者などの方が、パソコンを使いインターネットで即時に自身の保険料納付状況な  

どの年金記録を閲覧、印刷できる仕組みを充実し、新たにID・パスワードもインターネットで  

取得できるようにする。また、自宅にパソコンのない方なども、市区町村や郵便局等で、職員  

等のサポートにより年金記録を閲覧、印刷ができるようにする。   

（3）年金受給者への標準報酬月額等のお知らせ  122億円（111億円）  
厚生年金受給者に対し、標準報酬月額の情報を含む年金記録をご本人に確認いただく  

ため、お知らせを送付する。   

（4）「今後解明を進める記録」の解明■統合等  320億円（67億円）  
サンプル調査など各種の解明作業による基礎年金番号に統合されていない記録の統合  

の促進、再裁定等の事務処理の促進などの対策を強化する。  

また、年金制度の本来の役割を確保するため、厚生年金の未適用事業所対策や徴収対  

策の強化を図るとともに、国民年金の適用・収納対策への効果的な取組みを実施する。  
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2 信頼される日本年金機構の運営（一部再掲・前ページ参照）  

3，058億円（642億円）   

日本年金機構においては、お客様の意見を反映しつつサービスの質の向上を図り、コンプラ  

イアンスの徹底と効率的かつ公正・透明な事業運営を行い、日本年金機構に対する国民の信  

頼を確保する  

3 公平な年金制度  10兆1，260億円（9兆8，593億円）  

（1）年金給付貴国庫負担金  10兆1，257億円（9兆8，593億円）   

（2）年金制度改革の検討（新規）  2．8億円  
新たな年金制度の創設に向けた検討のため、厚生労働大臣直属の検討チーム設置や実  

態調査等を行う。  
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第3 厳しい経済環境下における雇用・生活安定の確保  

～雇用のセーフティネットの整備～   

我が国の雇用情勢は、完全失業率と有効求人倍率がともに過去最悪の水準に達し、依然  

として厳しい状況にある。   

このような状況の中で「緊急雇用対策」や「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の推  

進に全力をあげるとともに、「雇用のセーフティネットの整備」を推進するため、労働者の雇用  

の維持、再就職支援、貧困・困窮者支援、派遣労働者等非正規労働者への総合的対策を強  

化する。また、若者・女性一高齢者・障害者等の就業実現、仕事と生活との両立支援及び地域  

雇用対策などニーズに応じたきめ細やかな支援策を弓毒力に進める。  

1緊急雇用対策  8，457億円（1，112億円）  

（1）雇用維持支援  7，452億円（581億円）  

企業の休業、教育訓練、出向による雇用維持の取組を支援するため、雇用調整助成金及   

び中小企業緊急雇用安定助成金について、手当、賃金の4／5（大企業2／3）の助成（解雇   

等を行わない場合は助成率がそれぞれ9／10、3／4に上乗せされる）を行う。  

また、赤字の企業については、企業規模にかかわらず、最近3ケ月の生産量・売上高等が  

前々年同期比で10％以上減少している場合も支給対象とする。   

（2）再就職・能力開発対策  405億円（335億円）   

○介護・福祉、医療、情報通信等の分野における能力開発の推進  

今後成長が見込まれる介護・福祉、医療、情報通信等の分野における職業訓練の充実  

（保育士の資格取得を目的とした職業訓練の創設）を図るとともに、介護労働者に対する  

教育訓練の実施に係る相談・援助等のコーディネートを行う事業を実施する。   

（3）貧困・困窮者支援の強化（新規）  12億円  
第2のセーフティネットの各種支援制度（※）についてのワンストップサービスを実施するた   

め、ハロー ワークに「住居・生活支援アドバイザー」（263名）を配置して、総合相談と実施機  

関への的確な誘導を行う。  

※ ①就職安定資金融資、②住宅手当、③総合支援資金貸付、④訓練・生活支援給付、  

⑤臨時特例つなぎ資金貸付、⑥就職活動困難者支援事業、⑦長期失業者支援事業  
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（4）新卒者支援の強化  33億円（14億円）  
新規学校卒業予定者、末就職卒業者の就職支援を強化するため、ハロー ワークに就職支   

援の専門職である高卒・大卒就職ジョブサポーターを配置（928名）するとともに、新卒者体験   

雇用事業（未就職卒業者の体験雇用（1か月、有期雇用）を受け入れる事業主に対して奨励金  

（1人8万円）を支給）を活用する等により、円滑な就職を促進する。   

（5）建設労働者の雇用の確保及び再就職の促進（新規）  63億円  

建設業以外の事業を開始する中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ当該   

事業に従事するために必要な教育訓練を実施する経費の一部を助成（実施経費の2／3、賃金   

について1人1日上限7，000円（60日を限度））する。  

また、中高年建設業離職者を継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対し助成（中   

小企業1人90万円、大企業50万円）する。  

（6）雇用保険制度の機能強化   

○雇用保険の適用範囲の見直し  

129億円  

非正規労働者に対するセーフティネット機能強化の観点から適用範囲の拡大（雇用見込  

み6か月→31日）を行う。   

（7）緊急就職支援事業の推進  153億円  
厳しい雇用失業情勢が続く中、求職者の早期再就職の実現等を図るため、以下の事業を実   

施する。   

①新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇  

用により受け入れる事業主等に対し助成する（実習型雇用：1人月10万円（6ケ月）、その  

後、正規雇用した場合：1人100万円）。   

②長期失業者や住宅を喪失し就職活動が困難となっている者について、民間職業紹介事  

業者への委託による再就職支援、住居・生活支援を実施する。  
■－一■■－■■■■■■■■■■■■●－－－－－－－－－■－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－－－‥－－一一－－t－一－－■■一■ －●●－一■■■■－■■■■－■■■－●一－－●■  

：o「重点分野雇用創造事業（仮称）」の創設  
l   

平成21年度第2次補正予算（1，500億円）において、介護、医療、農林、環境・エネルギ：                                                                                                                                     l  

l －、観光、地域社会雇用等成長分野として期待されている分野における新たな雇用機会の：  

l 創出、地域ニーズに応じた人材育成を推進するため「重点分野雇用創造事業（仮称）」を創設： l  

する。  
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（8）育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱いへの対応の強化（一部再掲・  

20ページ参照）  

4．3億円（2．9億円）  

労使からの相談対応、企業への適正な制度運用に関する指導等を行う体制を整備するこ  

とにより、育児休業等を理由とする解雇、退職勧奨等の不利益取扱いへの対応を強化する。   

（9）未払賃金立替払制度の推進  208億円（189億円）  

倒産した企業から賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金のうち一  

定額を政府が立替払する「未払賃金立替払制度」により、早期に立替払が受けられるよう、立  

替払に必要な原資の確保等により制度の円滑な運用を推進する。  

2 雇用のセーフティネットの拡充  170億円  

（1）雇用保険の適用範囲の見直し（再掲・前ページ参照）  129億円   

（2）非自発的失業者の医療保険料の軽減（後述・31ページ参照）   41億円  
国民健康保険に加入する非自発的失業者の保険料（税）について、失業後の一定期間、   

在職中の保険料水準と同程度となるように軽減する。  

3 雇用創出  6，597億円（1，111億円）  

（1）地域における雇用創出の推進  242億円（264億円）  
先の補正予算により実施している「ふるさと雇用再生特別交付金」、「緊急雇用創出事業」   

及び平成21年度第2次補正予算で創設する「重点分野雇用創造事業」に加え、「地域雇用   

開発促進法関連事業」について、地方公共団体に対する好事例の紹介等により効果的かつ   

機動的な取組を支援しながら、国と地方公共団体が一体となって推進する。   

（2）介護労働者等の確保・定着（一部再掲・23ページ参照）  

248億円（223億円）  

介護人材の確保・定着等を図るため、介護労働者の雇用管理改善等に取り組む事業主等   

への総合的な支援や、介護労働者に対する教育訓練の実施に係る相談・援助等のコーディ   

ネートを行う事業を実施する。   

（3）農林漁業分野における新たな雇用機会の創出  12億円（6．9億円）  
農林漁業への就業等のニーズが高まっている中、失業者等の希望や能力に応じた多様な   

農林漁業への就業等の実現に向けた職業相談・紹介等の支援を実施する。  
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（4）中小企業に対する雇用安定のための支援（一部再掲・23ページ参照））  

6，095億円（616億円）  

企業の休業、教育訓練、出向による雇用維持の取組を支援するため、中小企業緊急雇用   

安定助成金を活用し、手当、賃金の4／5の助成（解雇等を行わない場合は助成率が9／10  

に上乗せされる）を行う。  

また、赤字の中小企業については、最近3ケ月の生産量・売上高等が前々年同期比で   

10％以上減少している場合も支給対象とする。  

さらに、生産性の向上等に資するための人材の確保・定着に向けた取り組みを行う中小企  

業の団体に対する助成（2／3）、基盤人材の雇入れへの助成（140万円～170万円）を行う。  

4 生涯にわたるキャリア形成支援・職業能力開発支援  

608億円（557億円）  

（1）介護・福祉、医療、情報通信等の分野における能力開発の推進  

（再掲・23ページ参照）  405億円（335億円）   

（2）職業能力評価等による労働市場の基盤整備の推進  19億円（27億円）   
①職業能力評価の基盤整備の推進  19億円（27億円）  

幅広い職種を対象とした職業能力評価基準の整備、技能検定制度の実施など、職業  

能力評価に係る基盤整備のための総合的な施策を推進する。  

②国際標準化等の動向を踏まえた労働市場の基盤整備に係る総合的取組（新規）  

26百万円  

教育訓練サービス分野における国際標準化等の動向を踏まえ、我が国における教育訓  

練の質保証のための取組を推進する。   

（3）ジョブ・カード制度を活用した職業能力開発支援の一層の展開  

154億円（198億円）  
キャリア形成の過程を標準化したキャリアマップの作成、各種検定の整備、モデル評価シ   

ートの多様化、専門キャリア・コンサルタントの育成等産業分野ごとの展開に向けた基盤整備   

と、これらを活用した職業訓練を推進する。  
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（4）生涯キャリア形成支援の推進  19億円（32億円）   

①多様な働き方に対応したキャリア形成支援の推進  19億円（32億円）  
多様な働き方に対応したキャリア形成の支援のため、労働者のキャリア形成を支援する  

事業主に対する助成や、キャリア・コンサルティングを実施する。また、企業向け・個人向け  

のキャリア健診について、引き続き事業を行うとともに、効果的な実施手法の検討を行う。  

②学校教育との連携によるキャリア形成支援の推進（新規）  

キャリア教育推進を担う専門人材養成のための講習を実施する。  

22百万円  

（5）ものづくり立国の推進  9．6億円（17億円）  
第一一線で活躍している若年技能者を活用した技能の魅力や重要性の啓発等ものづくり教   

育を推進するとともに、各種技能競技大会や地域・業斯こおける技能振興・技能継承事業に  

対する支援を実施する。  

5 若者・女性・高齢者・障害者等の就業実現及び両立支援  

1，253億円（1，585億円）  

（1）若者の自立の実現  443億円（546億円）   
①新卒者支援の強化等（一部再掲・24ページ参照）  52億円（35億円）   

ハロー ワークに学校との連携の下、就職支援を行う高卒・大卒就職ジョブサポーターを配置  

（928名）するとともに、求人情報の提供、就職面接会、職業相談・職業紹介から職場定着まで   

の一貫した就職支援を実施する。また、未就職率業者については、新卒者体験雇用事業を活   

用する等により円滑な就職を促進する。  

②「フリーター等正規雇用化プラン」の着実な推進  353億円（456億円）  

就職氷河期に正社員になれなかった年長フリーター等（25歳～39歳）を重点に、必要に応   

じて担当者制による職業相談・職業紹介から職場定着までの一貫した支援や助成制度（若   

年者等トライアル雇用（1人4万円、最大3ケ月）、年長フリーター等を正規雇用する事業主へ   

の助成（中小企業1人100万円、大企業50万円））の活用等により、正規雇用化を推進する。  

③ニート等の若者の職業的自立支援の弓削ヒ  20億円（22億円）  

ニート等の若者に対する地域の支援拠点である地域若者サポートステーションの設置  

拠点を拡充（92か所→100か所）するとともに、高校中退者等を対象とした訪問支援による   

学校数青からの円滑な誘導、学力を含む基礎力向上に向けた継続的支援に取り組むな  

ど、ニート等の若者の職業的自立支援を強化する。  
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（2）女性の就業希望等の実現   

（D仕事と家庭の両立支援（再掲・20ページ参照）  

139億円（140億円）  

98億円（100億円）  

②雇用機会均等確保に向けた取組の推進  7億円（8．3億円）  

男女雇用機会均等法の履行確保のため、厳正、的確な指導等を行うとともに、男女労   

働者の格差の解消を目指した企業の積極的かつ自主的な取組（ポジティブ・アクション）を   

進めるため、その周知と取組のノウハウ提供を実施する。   

③マザーズハローワーク事業等の拡充（再掲・17ページ参照）  35億円（32億円）  

（3）いくつになっても働ける社会の実現  386億円（627億円）   
①希望すればいくつになっても働ける高齢者雇用の促進  183億円（359億円）  

高年齢者雇用確保措置の着実な実施を図る。また、意欲と能力があれば年齢に関わり  

なく働ける環境整備を図るため、希望者全員について65歳まで雇用が確保される制度や  

70歳まで働ける制度の導入に取り組む事業主への助成（160万円を上限）、傘下企業の取  

組に対する相談援助を行う事業主団体への助成（500万円を上限）を実施する。  

②高齢者の多様な働き方に対する支援  125億円（147億円）  

教育・子育て・介護・環境の分野における、シルバー人材センターと地方公共団体の連携   

による事業を実施するとともに、より効果的・効率的なシルバー人材センター事業運営への   

取組を進める。   

（4）障害者に対する就労支援の推進  230億円（228億円）   

①雇用・福祉■教育等の連携による地域の就労支援力の強化  65億円（59億円）  

ハロー ワークを中心とした地域の関係機関との連携による「チーム支援」を推進するととも  

に、就業面と生活面における支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター」の設置  

箇所数の拡充等（247か所→282か所）により、地域における障害者の就労支援力の強化を  

図る。  

②障害特性に応じた支援策の充実・強化  19億円（14億円）   

カウンセリング体制の整備等、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対   

する奨励金（新規雇用した精神保健福祉士1人当たり年180万円等）を創設するとともに、う   

つ痛等により休職した労働者に対する職場復帰支援等により、精神障害者の雇用の促進を   

図る。また、発達障害者については、ハローワークにおける支援体制の整備や事業所にお   

ける職場実習を実施するほか、発達障害者を雇用し、適切な雇用管理を行った事業主に   

対する助成を実施する等により雇用の促進を図る。  
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③障害者に対する職業能力開発支援の推進  60億円（64億円）  

企業、社会福祉法人等の多様な委託先を活用し、様々な障害の態様やニーズを踏まえ   

た職業訓練を実施する。また、障害者職業能力開発校において、職業訓練上特別な支援   

を要する障害者に重点を置いた支援を実施するとともに、→般の職業能力開発校において、   

発達障害者を対象とした職業訓練を実施する。  

④「エ賃倍増5か年計画」の着実な推進（46ページ 第6．5（4）で詳述）7．9億円（17億円）  

（5）生活保護世帯に対する就労支援の推進  15億円（11億円）  

公共職業安定所と福祉事務所等とが連携した「就労支援チーム」により、生活保護受給者   

等に対する一貫した就労支援を実施するとともに、平成21年度第2次補正予算において福祉   

事務所に生活保護受給者を対象とする就労支援員を約2，500名増員（550孝．→3，050孝一）し、  

生活・就労支援を強化する。   

（6）母子家庭等の自立のための就業支援等の推進（再掲・17ページ参照）  

35億円（27億円）  

6 非正規労働者への総合的対策  435億円（574億円）  

（1）パートタイム労働者の正社員との均衡待遇の確保と正社員転換の推進  

14億円（16億円）  
パートタイム労働者の正社員との均衡待遇の確保、正社員転換の実現を図るため、パート   

タイム労働法に基づく的確な指導等を実施するとともに、専門家（均衡待遇・正社員化推進   

プランナー（141名））による相談・援助や雇用管理改善を行う事業主に対する助成金（40万円   

～60万円（大企業30万円～50万円））の支給等により、その取組を支援する。   

（2）有期契約労働者の雇用管理改善と正社員転換の促進等  

13億円（21億円）  
有期契約労働者を雇用する中小企業事業主に対し、正社員転換や正社員と共通の処遇   

制度等を導入する場合の助成（それぞれ40万円及び60万円）を行う。また、ガイドライン等を   

活用した事業主に対する相談支援等を実施する。  
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（3）派遣労働者等の雇用の安定の確保等  57億円（103億円）   
①派遣労働者の保護と雇用安定の確保 51億円（97億円）  

偽装請負、派遣契約の中途解除等の防止など法令遵守に係る指導監督の徹底、体制の  

整備等を図る。また、平成22年通常国会に提出予定の労働者派遣法改正案が成立した場  

合には、その円滑な施行を図る。   

②派遣労働者等の労働条件及び安全衛生の確保  6．5億円（6億円）  

労働基準監督機関における労働基準関係法令の遵守に係る監督指導や、労働保険の  

適用促進を図るとともに、安全衛生専門家による個別指導や安全衛生管理マニュアルの作  

成・普及を実施する。また、適正な労働条件管理の促進のため、モデル就業規則の普及、  

労働条件についての自主点検や、派遣労働者からの相談への対応を実施する。   

（4）ジョブ・カード制度を活用した職業能力開発支援の一層の展開（再掲・26ペー   

ジ参照）  154億円（198億円）   

（5）住居喪失離職者等の再就職支援  163億円（221億円）  

住居喪失離職者等に対して、就職安定資金融資等の各種住居支援による生活基盤の提   

供とともに、これらの者が早期就職を実現するため、就職安定プログラムを策定し、きめ細か   

な職業相談・職業紹介等を実施する。   

（6）非正規労働者の総合的支援体制の整備  34億円（14億円）  
非正規労働者就労支援センター（19か所）を見直し、職業紹介・職業相談と生活・住宅相   

談等を一体的に実施する非正規労働者総合支援センター（32か所）を設置する等、非正親   

労働者の総合的な就労・生活支援体制の整備を図る。  
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第4井の高い医療サービスの実現   

診療報酬について、10年ぶりにネットプラス改定を行うとともに、医療保険の厳しい財政状  

況に鑑み、各医療保険制度において、保険料の上昇を抑制するための必要な措置を講ずる  

ことにより、国民皆保険制度を守る。また、救急医療・周産期医療の体制整備、医師等の人材  

確保、地域における医療連携体制の強化などを通じ、地域医療の課題を解決し、国民に質の  

高い医療サービスを提供する。  

1国民皆保険の堅持  9兆4，442億円（9兆139億円）  

（1）診療報酬の改定  9兆4，043億円（8兆9．906億円）  
医療の危機的な状況を解消し、国民に安心感を与える医療を実現するため、配分の見直  

しや後発品の使用促進を図りつつ、10年ぶりにネットプラス改定を行う。  

全体改定率 一十Ot19鱒  

・診療報酬改定（本体）   改定率 ＋1．55％  

各科改定率  医科  ＋1．74％  

（入院：＋3．03％ 外来：＋0．31％）  

歯科  ＋2．09％  

調剤  ＋0．52％   

医科については、急性期入院医療に概ね4，000億円程度を配分することとする。また、  

再診料や診療科間の配分の見直しを含め、従来以上に大幅な配分の見直しを行い、救急・  

産科・小児科・外科の充実等を図る。  

薬価改定等  改定率 ▲1．36％  

薬価改定  ▲1．23％（薬価ベース ▲5．75％）  

材料価格改定  ▲0．13％  
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（2）協会けんぽの国庫負担割合の引上げ等  

急激な収支悪化の状況等に鑑み、下記の措置を講ずることにより、平成22年度の保険料  

率の上昇を約0．6％抑制する。  

①財政再建のための特例措置（平成24年度まで）（一部再掲・前ページ参照）  

8，283億円（6，783億円）  

・被用者保険に係る後期高齢者支援金の3分の1（平成22年度は9分の2）を総報酬割  

とする。  

・国庫補助率を13％から16．4％に引き上げる。（平成22年7月実施）  

・3年間で財政均衡を図ることとし、21年度末の赤字額についてはこの期間内に償還  

する。  

②健康保険組合等への支援措置  322億円（163億円）   

健康保険組合等における前期高齢者納付金等の負担軽減を図るため、高齢者医療運   

営円滑化等事業を大幅に拡充する。  

（3）国保財政基盤強化策の延長（一部再掲・前ページ参照）  

1，029億円（934億円）  

市町村国保の厳しい財政状況に鑑み、平成22年度から平成25年度までの4年間、暫定  
措置として延長することとした。  

①高額医療費共同事業（一件80万円超の高額医療費の再保険事業）  

②保険財政共同安定化事業（一件30万円超の医療費の再保険事業）  

③保険者支援制度（低所得者を多く抱える保険者の財政支援）   

（4）後期高齢者医療制度の廃止までの措置  77億円（70億円）  

後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度のあり方について「高齢者医療制度改革会議」  

における検討等を進めるとともに、廃止までの間、健診受診率の向上等の改善を図る。  

○高齢者医療制度の保険料の上昇を抑制する措置等  
t   

平成21年度第2次補正予算案（2，902億円）において、以下の高齢者の負担軽減措置；  

1 に係る経費を計上するとともに、平成22年度の保険料の上昇を抑制するための措置を別：  

途講じる。   

①70歳から74歳までの患者負担割合の引き上げ（1割→2割）の凍結   

②被用者保険の被扶養者であった方の保険料軽減の継続（均等割9割軽減）   

③所得の低い方の保険料軽減の継続（均等割9割、8．5割、所得割5割軽減）  
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2 救急医療・周産期医療の体制整備等  443億円（466億円）  

（1）周産期医療体制の充実・強化  87億円（42億円）   
①周産期母子医療センター等の充実・強化  58億円（10億円）  

不足しているNICU（新生児集中治療室）等の確保など、地域において安心して産み育  

てることのできる医療の確保を図るため、総合周産期母子医療センター及びそれを支える  

地域周産期母子医療センターのMFICU（母体・胎児集中治療室）、NICU等に対する財政  

支援を行う。また、新生児医療を担当する医師を確保するため、当該医師の手当に対する  

財政支援を行う。   

②NICU等に長期入院している小児の在宅への移行促進（新規）  1．1億円  

NICU等に長期入院している小児が在宅に移行するためのトレーニング等を行う「地域  

療育支援施設（仮称）」を設置する病院や、在宅に戻った小児をいっでも一時的に受け入  

れる病院に対する財政支援を行う。   

（2）救急医療体制の充実  175億円（214億円）   

（彰三次救急医療体制の充実  56億円（55億円）  

重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる救命救急センターに対する財政支援を行  

う。  

②二次救急医療体制の充実（新規）  6．引意円  

救急患者の円滑な受入れが行われるよう、受入困難患者の受入れを確実に行う医療機   

関の空床確保に対する財政支援、診療所医師が二次救急医療機関等で休日・夜間に診   

療支援を行う場合に当該医療機関に対する財政支援を行う。  

③救急患者の転院・転床の促進（新規）  61百万円   

急性期を脱した救急患者の円滑な転院・転床を促進し、救急医療用病床を有効に活用   

するため、施設内・施設間の連携を担当する専任者の配置に対する財政支援を行う。   

④ドクターヘリの導入促進事業の充実  28億円（21億円）   
ドクターヘリ（医師が同乗する救急医療用ヘリコプター）に対する補助事業について、補   

助基準額の引上げを行い、ドクターヘリの安定的な運航の確保を図る。   

⑤重篤な小児救急患者に対する医療の充実（新規）  3．1億円  

超急性期にある小児の救命救急医療を担う「小児救命救急センター（仮称）」の運営に   

対する支援や、その後の急性期にある小児への集中的・専門的医療を行う小児集中治療   

室の整備等に対する財政支援を行う。  
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⑥精神科救急医療体制の充実・弓削ヒ  23億円（21億円）  

一般救急医療と精神科救急医療の連携のため、身体合併症患者の受け入れを断らな  

いとする精神科救急医療施設に医師等を配置し、身体合併症対応施設（47か所）の救急  

搬送受け入れ体制を強化する。   

（3）災害医療体制の充実  75百万円（36百万円）  

災害派遣医療チーム（DMAT）の活動の円滑化のためにDMAT事務局を設置し、運営を   

支援するなど災害医療体制の充実を図る。   

（4）地域医療連携の強化  17億円（10億円）   
①医療計画の充実（新規）  19百万円  

平成25年度から開始する次期医療計画の作成に向けて、検討会を開催し、医療計画  

の制度のあり方等について検討する。  

②医療分野の情報化の推進  11億円（6．6億円）  

電子カルテ導入等の医療分野の情報化の推進や遠隔医療の設備整備に対する支援を   

行い、地域医療の充実を図る。  

③在宅歯科医療の充実・強化  6．3億円（3．7億円）  

生涯を通じて歯の健康の保持を推進するため、寝たきりの高齢者や障害者等に対する   

在宅歯科医療について、・地域における医科、介護等との連携体制の構築、人材の確保、   

在宅歯科医療機器の整備等を支援し、その一層の充実・強化を図る。  

3 医師確保・医療人材確保対策等の推進  370億円（471億円）  

（1）医師の診療科偏在・地域偏在対策  80億円（152億円）  
勤務環境が過酷で確保が困難な診療科の医師を確保するため、休日・夜間の救急、分  

娩、新生児医療を担う勤務医等への手当に対する財政支援を行う。  

また、臨床研修修了後の専門的な研修において、産科等の診療科を選択する医師の  

処遇改善を行う医療機関に対する財政支援を行う。  

医師不足地域の臨床研修病院において研修医が研修の一環で宿日直等を行う場合に  

当該医療機関に対する財政支援を行う。  
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（2）女性医師等の離職防止・復職支援  25億円（55億円）  
出産や育児等により離職している女性医師の復職支援のため、都道府県に受付・相談窓   

口を設置し、研修受け入れ医療機関の紹介や復職後の勤務態様に応じた研修を実施する。  

また、病院内保育所の運営等に対する財政支援について、受入児童の対象年齢を小学  

校低学年の子供に拡充する。  

（3）看護職員の資質の向上及び確保策の推進  103億円（95億円）   
（D新人看護職員研修の着実な推進（新規）  17億円  

看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止の観点から、新人看護職員の資  

質の向上を図るため、保健師助産師看護師法等の改正（平成22年4月施行）を踏まえ、新  

人看護職員が臨床研修を受けられる体制の構築に対する支援を行う。  

（診看護職員の離職の防止・復職支援の充実強化  23億円（22億円）  
看護職員の離職の防止や復職の促進を図るため、医療機関における短時間正規雇用  

など多様な勤務形態の導入に対する支援や、病院内保育所の運営等に対する財政支援  

の拡充などを行う。  

③認定看護師育成のための支援  1．8億円（1．1億円）  

勤務医の業務負担を軽減し、安心で質の高い医療提供体制の充実を図るため、チーム  

医療の下、医療従事者の役割分担が推進できるよう、高度な技術を有する認定看護師の  

養成に対する財政支援の拡充を行う。   

（4）補償制度・医療事故における死因究明  3．7億円（4．9億円）  
医療の安心・納得・安全を確保するため、医療事故における死亡の原因究明・再発防止   

のための仕組みの検討を行う。また、産科医療補償制度の円滑な運用を進める。  
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；〔）地域医療再生基金   

平成21年度第1次補正予算（2，350億円）において都道府県に対する交付金により；  

基金を創設し、地域の医療課題の解決に向けて都道府県が策定する「地域医療再生：  

計画」に基づく医療機能の強化、医師等の確保等の取組を支援する。（平成25年度ま；  

で）  
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